
- 33 - 

 

 

令和 4年度厚生労働科学研究費補助金 

（食品の安全確保推進研究事業） 

 

分担研究報告書 

 

4. 子育て中の大人へ対するおもちゃ選びに関するパンフレット作成の取り組み 

 

研究分担者   湯川 慶子    国立保健医療科学院      上席主任研究官 

研究代表者 戸次 加奈江    国立保健医療科学院      主任研究官 

 

研究要旨： 

【目的】近年、子供の成長や健康影響に対する化学物質曝露による影響が着目されており、柔軟性

や難燃性のある合成樹脂やゴム製品に含有される可塑剤・難燃剤成分が問題となっている。玩具は、

小児が日常生活を送る上でも接触頻度が非常に高く、化学物質に対する特異的な曝露機会となり、

特に、感受性の高い乳幼児期に玩具を口に入れるマウシングによる経口曝露が大きい。パンフレッ

ト作成前に乳幼児を持つ母親を対象としたおもちゃやマウシングに関する調査を行い、玩具の安全

管理に関する実態と事故事例について調査したところ、小さなおもちゃの誤飲のほか、兄弟のおも

ちゃの誤飲やおもちゃの部品の誤飲が報告された。合わせて、プラスチック製玩具（フタル酸エス

テル）に関する規制は十分に知られておらず、事故発生の具体例や予防方法についての啓発が必要

である。そこで、本研究の目的は子育てに携わる大人が読みやすい安全なおもちゃの利用法や工夫

に関するパンフレットを作成することである。 

【方法】2021 年に実施した母親に対するアンケート結果のほか、子育てにかかわる周囲の大人に

対して知っておいてほしい情報をできる限り網羅すべく、研究者や母親らで検討を行い、試作版と

して内容を決定した。1）はじめに、2）おもちゃの使用状況、3）おもちゃに関連した事故の発生、

4）子どもの健康を守る安全な暮らし、5）安全なおもちゃの選び方、6）手作りおもちゃで推奨さ

れる材料の 6項目について、エビデンスに基づく情報でありながら、親しみやすく、手に取りやす

いデザインとした。また、印刷をして、紙媒体として教育施設や子育て中の方に配布した。 

【結果・考察】パンフレット（試作版）は A3版 1枚（A4で 4ページ）である。従来の専門的なパ

ンフレットとは異なり、調査研究成果に基づき、安全なおもちゃ選びや利用の際の注意点に言及し

た点、親しみやすいイラストで育児に携わる大人が手にとりやすく、わかりやすい説明でフタル酸

という専門的な成分の危険性を記した点に意義がある。研究班での過去の調査でも、プラスチック

製の玩具に関する化学物質の規制の存在は十分に知られていなかったことからも、今後は、事故発

生の具体例や予防方法についての啓発が引き続き必要であることが示唆された。 

【結論】乳幼児プラスチック製の玩具に関する安全性、事故の具体例や予防方法に関するパンフレ

ット（試作版）を作成した。今後、こうした媒体を用いた国民への啓発が必要である。
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A．研究目的 

近年、子供の成長や健康影響に対する化学物質

曝露による影響が着目される中、特に柔軟性や難

燃性のある合成樹脂やゴム製品を作る上で多くの

可塑剤・難燃剤が使用されている。玩具は、小児

が日常生活を送る上でも接触頻度が非常に高く、

化学物質に対する特異的な曝露機会となり、特

に、感受性の高い乳幼児期に玩具を口に入れるマ

ウシングによる経口曝露は、化学物質曝露による

乳幼児へのリスクを評価上でも無視できないが、

昨年度の本研究班の調査では、フタル酸エステル

に関する規制 1)が子育て中の母親に十分に認知さ

れていないことが明らかとなった。 

そこで、本研究の目的は子育てに携わる周囲の

大人がこの規制も含めた安全なおもちゃの選び方

や利用の仕方に関する読みやすいパンフレットを

作成し、啓発することである。 

 

B．研究方法 

1．パンフレット（試作版）の作成 

パンフレットのコンセプトはフタル酸の規制に

限らず、身近なおもちゃによる事故事例や、安全

なおもちゃの選び方などをイラストや写真を含め

ながら、子育てに携わる大人が気軽に手に取れる

ようにした。子育ては母親だけが行うものではな

く、父親や祖父母、また保育士など、周囲の大人

が協力して行うため、イラストにも周囲の様々な

立場の大人を配置した。 

色彩面では、パンフレット全体がソフトで優し 

い雰囲気になるように、暖色系のピンクやオレン

ジ等を基調としたが、男の子を子育て中の親など

でも手に取りやすいように、恐竜や電車などのイ

ラストを含めるなどの工夫をした。 

パンフレットの体裁は A3版 1枚（A4で 4ペ

ージ）で 1頁あたり 1から 2つのコンテンツをコ

ンパクトにまとめた。文章は.見出しに沿う内容

の説明と知ってほしい事柄をできるだけ簡潔に記

した。文言は適宜、研究者の周囲の子育て中の母

親や保育士等の意見を元に修正を重ねた。デザイ

ンはデザイン専門の制作会社と協議しながら作成

した。 

 

2．掲載項目 

本パンフレットにおいては、次の 6項目のコン

テンツを作成した。 

1）はじめに 

2）おもちゃの使用状況 

3）おもちゃに関連した事故の発生 

4）子どもの健康を守る安全な暮らし 

5）安全なおもちゃの選び方 

6）手作りおもちゃで推奨される材料 

 

C．結果及び考察  

1.パンフレット（試作版）の内容 

パンフレットの題名は「おもちゃの安全な利用

のために：子育てをするすべてのご家族と教育現場

の方々へ」である（別紙１）。 

各項目の内容は次のとおりである。 

 

1）はじめに 

日常生活においては多くの生活用品がプラスチ

ック製であり、特に乳幼児期の子供が使用するお

もちゃには、柔軟性のある合成樹脂（やわらかい

プラスチック）が広く用いられている。しかし、

この材料には健康に悪影響を及ぼす化学物質が含

まれることが研究で明らかにされており、濃度規

制や使用禁止などが進められている。子供は、お

もちゃを、手足で遊び、噛んだり、口に入れたり

して、成長が促進されるが、これらの行動は有害

な化学物質を体内に取り込む特異的な機会となり

得る。子どもの健康を守るには、安全なおもちゃ

選びと安心して遊べる環境整備が必要である。本

パンフレットでは、そのための情報をご家族や教

育現場の関係者向けに提供するものである。 

 

2）おもちゃの使用状況 

本研究班では、2021年に乳幼児のいる 328世

帯を対象に、日常的に使用するおもちゃや家庭内
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の安全意識に関する調査を行い、1日の乳幼児睡

眠、室内遊びなどの状況やおもちゃに関連する事

故経験を把握した。17％がおしゃぶりを使用し、

日常的に使用するおもちゃの多くが人形、歯固

め、ボールといったプラスチック製品であった。

さらに、おもちゃや手足を口に入れる頻度が高

く、おもちゃの誤飲の主要要因となる可能性が高

い。そのため、おもちゃは、対象年齢や部品の大

きさ、材質に注意を払う必要がある。特に、柔軟

なプラスチック素材にはフタル酸エステル

（DEHP、BBP、DINP、DIDP）が含まれるこ

とがあり、乳幼児は大人に比べおもちゃや育児用

品からこれらの化合物に触れる可能性がある 2)。 

 

3）おもちゃに関連した事故の発生 

 おもちゃに関連した事例は年々多くの報告が消

費者庁に寄せられている 3)。事故の大部分は、小

さな部品の誤飲であり、消費者庁はおもちゃの誤

飲予防を呼びかけている 4)。おもちゃに関連する

事故や体調不良の経験調査では、全体の 8％に事

故経験があり、その多くが自宅で発生していた。

具体的には、おもちゃを誤って摂取したり、舐め

てしまい消化不良を生じたケース、小さな部品を

飲み込みそうになったケースなどであった。 

 

4）子どもの健康を守る安全な暮らし 

世界保健機関（WHO）は、2008年に「子ども

は小さな大人ではない」というスローガンを掲

げ、子どもの環境保健の推進を奨励している。子

どもが成長するためには健全な環境が必要であ

り、健康は病気がないだけでなく、成長し、発達

し、遊び、学ぶための健全な環境を構築する上で

重要である。 

子どもは、以下の点で、大人とは異なる曝露状

況にあるため特に注意が必要で、大人は子どもを

有害な環境から守る使命を担う。第一に、有害環

境に対する曝露は胎盤や母乳を介して行われるこ

と、何でも口に入れる傾向があること、地面に近

い位置で過ごすこと、這い回る行動をすること、

体表面積に対する体積比が大きいこと、危険回避

能力が限定されることなどが挙げられる。第二

に、子どもは急速な生理的発達過程にあり、未熟

な体でありながら大人とは異なる反応を示すこ

と、各器官が重要な発達時期に曝露の影響を受け

ることなどがある。加えて、第三に、子どもは長

い余命を有すること、第四に、政治的に無力であ

る（安全な生存において大人に依存し、特別な保

護が必要である）という特徴がある。したがっ

て、安全な環境で子どもの成長を育むために、適

切なおもちゃ選びに留意する必要がある。 

 

5）安全なおもちゃの選び方 

子どもの健康と密接に関与するおもちゃには固

有の規格基準が設けられている。 

例えば、一般財団法人日本玩具協会の「STマ

ーク（Safety Toyマーク）」がある 5)。STマーク

は、同協会が安全面に配慮された 14歳以下の子

ども向け玩具に貼付され、「安全面について注意

深く作られたおもちゃ」として玩具業界が推奨す

るものである。玩具安全(ST)基準に適合した玩具

には STマークが表示され、対象年齢が記載され

る。対象年齢が低い玩具は、部品が喉に詰まらな

い大きさ、部品が外れにくい、尖った部分がない

等、より安全性に配慮した設計となっている。 

同様に、国際規格の ISO8124や欧州規格

（EN71規格）なども、日本、欧州、米国で製造

されたおもちゃの基準である 6)。これらは、おも

ちゃを選ぶ際の安全性判断基準となる。 

 

6）手作りおもちゃで推奨される材料 

身近な材料による手作りおもちゃは、オリジナ

ルで、親子で工作の楽しみも味わうことができ

る。ペットボトルやビニールテープは、家庭内で

も容易に入手できる材料であり、手作りおもちゃ

の作成において便利でかつ使い勝手が良い。 

ただし、ビニールテープにはフタル酸エステル

類が使用されていることがあり、「フタル酸フリ

ー」のビニールテープを選択するということも考
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えられる。 

さらに、布や紙などの代替材料を活用して手作

りおもちゃを製作することも可能である。子育て

支援センター等で使われていた、布を使用したボ

ールや紙製の雪だるまなどを作成し、子供と一緒

に遊ぶことを提案した。 

 

2. 玩具をめぐる今後の課題 

1）国民への啓発について 

おもちゃは子どもの好奇心を育み、親子の絆を

深めるが、2021年の調査では玩具の化学物質の

規制を知らない者が 85％と多かった。おもちゃ

の誤飲に比較すると、その危険性が認識されてお

らず、化学物質の危険性や規制に関する啓発が必

要である。また、化学物質が原因の健康被害は、

曝露後、発症までに時間がかかり、玩具との明確

な因果関係が認定されにくいため、長期的疫学調

査の実施などが必要である。 

親および子どもの周囲の大人への注意喚起・啓

発としては、まず、小さなおもちゃの誤飲に注意

するべきである。乳幼児は一度詰まったものを飲

み込んだり吐き出す力が弱いため、物が気管に入

ったままになりやすい。具体的には、ビー玉・お

はじき、ビーズ製玩具、小さなボールなどが挙げ

られる。直径 30 mm以下が全体の 80%を占め、

子どもが届かない位置に置くべきである 7)。最近

では、磁石セットや水で膨らむボールなどによる

事故が相次ぎ、物理的な事故の防止の面で販売規

制が行われた 8) 。 

また、おもちゃの「対象年齢」は安全性も含む

ため、対象年齢の厳守が必要である。各メーカー

も製品の安全性の検査をし、低い月齢向けのおも

ちゃは、食品衛生法の原材料や着色料などの規制

に基づいて製造されている。したがって、兄弟姉

妹、年の離れた子供と一緒に遊ばせる場合には、

年上の子供のおもちゃを誤飲等しないように十分

な注意が必要である。 

啓発の際は、子供の健康と安全についての意識

を高めることが重要で、日常生活での予防策や安

全対策を具体的に伝え、事故や病気のリスクを最

小限に抑える行動を促すべきである。子育ては地

域や社会全体のサポートが必須であり、地域の支

援機関やリソースを紹介し、子供と家族を包括的

にサポートするための情報提供も必要である。 

 

２）保育士への啓発について 

保育士に対する啓発も有効である。保育士に対

しては、まず、最新の研究やベストプラクティス

に基づく情報を提供し、保育士が子供たちに最適

なケアや教育を提供できるよう研修等で支援する

必要がある。また、子供たちの健康管理と安全対

策の重要性を理解し、疾患予防や事故予防に関す

る知識や技術の向上を促し、子供たちが安心でき

る環境を整えることが期待される。 

加えて、保育士は子供たちやその保護者とのコ

ミュニケーションをとりながら、子供たちや保護

者との信頼関係を築いて、保育士から保護者へ、

安全な環境づくりの啓発を行うことも期待され

る。 

 

D．結論 

国民の間ではプラスチック製の玩具に関する規

制の存在は十分に知られておらず、事故発生の具

体例や予防方法についてのパンフレット（試作

版）を作成した。今後、さらにブラッシュアップ

したうえで、国民へ幅広く配布し啓発していく必

要がある。 
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F．研究発表 

なし 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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別紙１ パンフレット（試作版）  
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